
 京都市市税条例施行細則の一部を改正する規則を公布する。 

  平成２０年４月３０日 

京都市長 門 川 大 作   

京都市規則第７号 

   京都市市税条例施行細則の一部を改正する規則 

京都市市税条例施行細則の一部を次のように改正する。 

第１０条の表（３１の３）中「附則第１６条第１３項」を「附則第１５条の９第６項

若しくは第１１項」に改める。 

様式第３１号の３ ３中「地方税法附則第１６条第１３項の規定による」を「住宅等

の居住安全改修工事に伴う」に改め，同様式３注以外の部分中「地方税法附則第１６条

第１３項の規定により」を削り，同様式に次のように加える。 



 

４ 固定資産税減額申告書（住宅等の熱損失防止改修工事に伴うもの） 
 

固 定 資 産 税 減 額 申 告 書 
 

（あて先）  京都市   区長 年   月   日  

申告者の住所（法人にあっては，事務所の所

在地） 
申告者の氏名（法人にあっては，名称及び代

表者名） 
○印  

    電話    ― 

 

下記の家屋に係る固定資産税について，京都市市税条例附則第８条第１項の規定による減

額を受けたいので，申告します。 

所    在    地 家 屋 番 号 種    類 呼 び 名 ， 通 称 等 

    

構造，床面積等  

建 築 年 月 日 年 月 日 改修工事完了年月日 年 月 日 

改 修 工 事 費 用                          円   

申 告 の 遅 延 理 由  

添 付 書 類  

注１ 区分所有に係る家屋にあっては，専有部分の床面積及び工事費用を記入してください。 
２ 改修工事完了年月日から３月以内に申告することができなかった場合は，その理由を 
記入してください。 

３ この申告書に記載した事項についての事実を証する書類を添付してください。 
   



附 則 

 この規則は，公布の日から施行する。 

（理財局税務部主税課） 


